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１【提出理由】

2026年６月26日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

　　＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで＞

第１号議案　剰余金の処分の件

　　　　　　当事業年度末の普通株式の配当金を１株につき79円とする。

 
第２号議案　定款一部変更の件

2026年５月13日開催の当社取締役会において、2026年９月30日を株式の分割に係る基準日、2026年

10月１日を株式の分割が効力を生ずる日として、普通株式１株を２株に分割することを決議してお

り、この普通株式の分割の割合にあわせて当社の発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株

式総数を増加させるため、2026年10月１日を変更の効力が生ずる日として、定款を変更する。

 

第３号議案　取締役13名選任の件

           取締役として髙島　誠、中島　達、工藤禎子、安地和之、三上　剛、松ヶ崎穂波、

　　　　　　門永宗之助、澤田　純、後藤順子、手代木功、高嶋智光、チャールズ D. レイク Ⅱ、

　　　　　　ジェニファー ロジャーズの13氏を選任する。

 
＜株主提案（第４号議案）＞

第４号議案　定款の一部変更の件（自己の株式の取得に係る権限配分の見直し）
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

賛成割合
(％)

決議の結果
 

第１号議案 29,690,975 35,940 3,560 99.62 可決

第２号議案 29,642,938 80,284 7,286 99.46 可決

第３号議案      

髙島　誠 23,406,058 6,320,187 4,037 78.53 可決

中島　達 22,668,908 7,057,330 4,040 76.06 可決

工藤禎子 28,566,276 1,160,272 3,759 95.84 可決

安地和之 28,943,507 783,044 3,756 97.11 可決

三上　剛 28,486,102 1,240,441 3,758 95.57 可決

　松ヶ崎穂波 28,340,249 1,386,288 3,761 95.09 可決

　門永宗之助 29,268,908 457,649 3,756 98.20 可決

澤田　純 28,810,460 885,989 33,856 96.66 可決

後藤順子 29,579,877 146,679 3,760 99.24 可決

手代木功 21,364,995 8,361,254 4,041 71.68 可決

高嶋智光 29,438,025 288,546 3,743 98.77 可決

　　 チャールズ D.
 レイク Ⅱ

29,603,014 123,433 3,869 99.32 可決

　　ジェニファー
　ロジャーズ

29,559,075 167,438 3,802 99.18 可決

第４号議案 864,181 28,843,517 20,400 2.89 否決
 

(注) １ 各議案の可決要件は次のとおりです。

 (1) 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 (2) 第２号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

 (3) 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席

した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 賛成割合は小数点第３位以下を切り捨てております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計に

より、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認が

できない議決権数は加算しておりません。
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